
 柏市営住宅に係る指定管理者導入方針検討委員会  会議録  

 

１  日時  

  令和５年５月１６日（火）  

  午前１０時００分～午前１１時３５分  

 

２  場所  

  柏市役所本庁舎  ５階  第５・６委員会室  

 

３  出席者  

 (1) 委員  

   奥田副市長（委員長），小島企画部長（副委員長），飯田総  

  務部長，中山財政部長，市原都市部理事，藤田住宅政策課長，  

  籠委員，高橋委員  

 (2) 事務局  

   市村副参事，齊藤副主幹，宮川主任，寺田主任，清水主事  

 

４  配布資料  

  次第  

  資料１  柏市営住宅等指定管理者制度導入スケジュール（案）  

  資料２  柏市営住宅等の施設の概要と現状について  

  資料３  制度導入効果について  

  資料４  柏市営住宅等の募集概要及び要求水準  

  資料５  指定管理者候補者の選定審査評価表（案）  

  資料６  候補者選定の考え方（案）  

  資料７  柏市営住宅等の指定管理者募集要項（案）  

  資料８  柏市営住宅等の指定管理者募集時業務仕様書（案）  

 

５  議事概要  

 (1) はじめに  

  (以下，委員長が議事を進行）  

 〇  委員長から開会の挨拶  

 〇  各委員の自己紹介  



 〇  委嘱状の交付（略儀）  

 〇  配付資料の確認  

 〇  会議録について（事務局からの説明）  

  ・会議録は，指定管理者を指定する以前においては，公にする  

  ことにより，率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が損  

  なわれる可能性があることから，指定管理者指定の議案上程後  

  にホームページ等で公開する。公文書の開示請求があった場合  

  も，同様の対応とする。  

 〇  会議録の内容は，要約筆記とし，発言者の氏名を記載する。  

 〇  決定内容を修正する場合は，各委員の合議により対応する。  

 

 (2) 委員会の目的と今後のスケジュールについて（事務局から説  

   明）  

 〇  委員会の目的は，柏市営住宅等における次期指定管理者候補  

  者を選定するために，施設の現状を踏まえた指定期間や応募資  

  格等，及び今後の運営における要求水準を確認することである。  

  また，要求水準を満たした上で，より優れた運営を実現できる  

  団体を選定するための審査項目や選定基準について確認する。  

 〇  本委員会終了後，７月３日から募集要項等の配布，８月１４  

  日から８月２５日にかけて指定管理者の申請受付を行う。  

 〇  候補者を選定する委員会は，９月下旬から１０月下中旬にか  

  けて開催を予定している。９月下旬は書類審査，１０月中旬は  

  面接審査を行う。  

 〇  選定委員会の日程については，書類審査で１日，面接審査で  

  １日の計２日を基本とするが，応募団体の数によっては，書類  

  審査と面接審査を同日に行う可能性がある。  

 〇  １０月中旬に指定管理者の候補者を決定し，１２月議会にお  

  いて指定管理者の指定の議案を上程する。  

 

 (3) 柏市営住宅の概要及び現状，要求水準，募集概要について  

  （事務局から説明）  

  【主な意見及び質疑応答】  

  中 山 委 員  市 営 住 宅 の 間 取 り に つ い て ３ Ｄ Ｋ 等 の フ ァ ミ リ ー



向 け が 多 い 。 一 方 で 単 身 者 や 高 齢 単 身 者 の 申 込 が 多 い 状 況

で あ る が ， 運 営 の 効 率 性 の 現 状 は ど の よ う に な っ て い る か 。  

  事 務 局  建 設 当 初 の 目 的 が 急 速 な 都 市 化 に 対 応 す る 住 宅 の 確

保 （ 受 け 皿 ） で あ っ た 。 現 在 の 公 営 住 宅 は セ ー フ テ ィ ー ネ

ッ ト 住 宅 と し て の 役 割 が 強 い た め ， 効 率 的 と は 言 え な い と

考えている。  

  奥 田 委 員 長  施 設 の 現 状 と 入 居 者 要 望 に 乖 離 が 生 ま れ て い る

のではないか。  

  中 山 委 員  市 営 住 宅 に 関 し て は 管 理 事 業 が 主 体 と な り 自 主 事

業 等 の 提 案 事 業 が 少 な い が ， 指 定 管 理 者 制 度 以 外 に 管 理 代

行 や 包 括 委 託 等 の 導 入 の 検 討 状 況 は ど の よ う に な っ て い る

か。  

  事 務 局  更 新 の た め 指 定 管 理 者 制 度 以 外 の 検 討 は し て い な い 。  

  藤 田 委 員  全 国 的 に 見 て も 住 宅 供 給 公 社 が 管 理 代 行 を 受 け て

いる事例はあるが指定管理者制度が主流である。  

  奥 田 委 員 長  事 務 局 か ら の 指 定 管 理 者 導 入 効 果 等 の 説 明 が あ

っ た が ， 過 去 １ ０ 年 間 の 実 績 も 踏 ま え 指 定 管 理 者 導 入 の 要

否について意見を伺いたい。  

  全 員  指 定 管 理 者 導 入 効 果 等 の 説 明 か ら ， 令 和 ６ 年 以 降 も 指

定管理者の導入に賛成である。  

  小 島 委 員  資 料 ７ ： ５ 応 募 資 格 に 関 し て 共 同 住 宅 を ８ ０ ０ 戸

以上管理していることを要件としているが，当該要件を緩和

した場合応募者の増加に繋がる可能性はあるか。  

  事 務 局  導 入 当 初 も 同 様 の 要 件 で ７ 社 か ら 応 募 が あ っ た 。 事

務局としては当該要件の緩和が応募件数の増加に繋がるとは

考えていない。指定管理料の総額が重要と認識している。  

  中 山 委 員  資 料 ８ ： ６ － ２ （ エ ） 巡 回 ・ 監 視 業 務 に 関 し て ，

高齢者見守り支援を重点化したいとのことだが，健康医療部

及び福祉部との調整は出来ているか。  

  事務局  健康医療部及び福祉部との調整は実施していない。  

  市 原 委 員  資 料 ８ ： ６ － ２ （ オ ） 鍵 の 管 理 に 関 し て ， 指 定 管

理 者 に も 鍵 を 保 管 し て も ら う 形 に な る と 保 管 費 用 の 増 額 が

想定されるが，どのように考えているか  



  事 務 局  事 務 費 内 で の 調 整 を 想 定 し て お り ， 現 状 か ら の 増 額

は考えていない。  

  中 山 委 員  資 料 ８ ： ６ － ３ （ 1） 修 繕 業 務 に 関 し て ， 修 繕 費 は

事 業 者 側 の 提 案 あ る い は 柏 市 側 の 提 示 等 あ る が ど の よ う に

考えているか。  

  事 務 局  指 定 管 理 料 の 総 額 か ら 人 件 費 等 の 経 費 を 引 い た 額 を

想定している。事業者側の提案と考えている。  

  中 山 委 員  他 部 署 の 指 定 管 理 の 事 例 も 踏 ま え ， 修 繕 費 の 積 算

根拠を検討いただきたい。  

  飯 田 委 員  資 料 ８ ： １ ５ 管 理 ・ 責 任 分 担 表 に お け る 物 価 変 動

等 に 関 す る 費 用 の 項 目 に 変 更 は な い か 。 今 現 在 の 光 熱 費 等

の上昇等あるが支障はないか。  

  事 務 局  物 価 上 昇 分 に 関 し て は 指 定 管 理 料 に 反 映 さ せ た い と

考えている。  

 (4) 指定管理者候補者の選定審査評価表について  

  （事務局から説明）  

  【主な意見及び質疑応答】  

  小 島 委 員  居 住 者 の 高 齢 化 対 策 と 施 設 の 老 朽 化 が 課 題 と 設 定

し て い る が 評 価 表 に お け る 該 当 箇 所 は 前 者 が ３ － １ ， 後 者

が５－３で問題ないか。  

  事務局  そのように考えている。  

  小 島 委 員  施 設 の 老 朽 化 を 課 題 と し て 考 え て い る な ら ば 評 価

表５－３の掛点が低いという印象を受けた。  

  事務局  委員の指摘のとおり改善の余地がある。  

  奥 田 委 員 長  掛 点 を 変 更 す る 場 合 他 項 目 の 掛 点 も 変 更 す る 必

要があるが考えはあるか。  

  中 山 委 員  ５ － １ の 配 点 や ５ － ２ の 配 点 を 見 直 し て は ど う か 。  

  藤 田 委 員  現 状 の 課 題 を 踏 ま え ５ － ３ の 掛 点 を 「 ×１ 」 か ら

「×３」に変更してはどうか。  

  事 務 局  指 定 管 理 料 の 総 額 に つ い て 重 点 を 置 い て は い な い た

め，５－１の掛点を「×２」から「×１」，５－２を「×３」

から「×２」へ変更し５－３を「×１」から「×３」への変

更としたい。  



  奥 田 委 員 長  詳 細 に 関 し て は 事 務 局 内 で 協 議 し て 各 委 員 へ の

報告をお願いしたい。  

 

 (5) 選定委員会について（事務局から説明）  

 〇  選定委員会の日程については，後日，調整する。  

 〇  応募団体との間に利害関係が認められるものは，委員とし  

   て採決に加わることはできない。  

 〇  評価表の見直し案や指定管理料等については，検討結果を各  

   委員に報告する。  


